
















市営墓地を借りている人は、次のとき許可が必要です。
▶使用者を変更するときや、住所を変更するとき
▶墓地に墓標、墓石、延石、戒名板などを設置するとき

市営墓地
生活安全課　☎086-803-1277問合せ

　岡山市内にある墓地等から、遺骨を移動（改葬）する
ときは、事前に許可が必要です。

改葬

➡P59をご覧ください。

犬・猫の火葬

衛生害虫の駆除

　道路側溝など公共の場所にユスリカなどの害虫が異
常発生したときは相談してください（私有地は個人の
責任で対応をお願いします）。

ユスリカなどの駆除
各区役所地域整備課（➡P42～49参照）問合せ

不幸な犬・猫の救済と、適正な飼養管理を普及啓発する
ために行っています。詳しくはお問い合わせください。

犬・猫の譲渡講習会

　やむを得ず犬・猫を飼えなくなった時は、新しい飼い
主を探すなどあらゆる努力をしてください。努力した
にもかかわらず、飼養できない場合には、電話でご相談
ください。

飼えなくなった犬・猫について

　生後91日以上の飼い犬には、生涯1回の登録（鑑札交
付手数料3,000円）と、毎年1回の狂犬病予防注射と注
射済票（手数料550円）の交付が必要です。
　詳しくはお問い合わせください。

飼い犬の登録と狂犬病予防注射

　動物の愛護および管理に関する法律が改正され、令
和2年6月1日から特定動物の愛玩目的での飼養が禁止
されます。詳しくはお問い合わせください。

特定動物（危険な動物）の飼育

　業として動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示など
を行う場合は、登録が必要です。
　詳しくはお問い合わせください。

動物取扱業の登録　屋内で発生する害虫などの相談を行っています。
※�なお、個人で害虫駆除を業者に依頼する場合は、電話
帳の「消毒業」に掲載されている業者または（一社）岡
山県ペストコントロール協会（☎086-293-5990）に
駆除にかかる費用や方法などについてお問い合わせ
ください。

衛生害虫の相談
保健所衛生課　☎086-803-1258問合せ

保健所衛生課　☎086-803-1259問合せ

ペットの飼育など

犬の狂犬病予防集合注射は、い
つ、どこで受ければよいですかŇ

よくある質問

狂犬病予防注射は毎年4月〜6
月の間に受けてくださいŇ犬の

健康管理や事故防止のためŊ動物病
院での接種をお願いしますŇ
岡山市ホームページ>�くらしŋ手続き�
>�ペットŋ動物�>�狂犬病予防注射に
ついて　に登録ŋ注射済票交付を受
けることのできる動物病院一覧を掲
載していますのでŊご覧下さいŇ
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